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i お 知 ら せ

夢をはぐくむ緑川をみんなの手でつくる

「甲佐地区かわまちづくり」計画登録書伝達式

●
緑
川
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り

　４
月
17
日
（
金
）
町
役
場
で
開

催
さ
れ
た
「
甲
佐
地
区
か
わ
ま
ち

づ
く
り
」
計
画
登
録
書
伝
達
式
で
、

国
土
交
通
省
熊
本
河
川
国
道
事
務

所
の
西
野
賢
治
所
長
か
ら
奥
名
克

美
町
長
へ
登
録
書
が
伝
達
さ
れ
ま

し
た
。

　「
か
わ
ま
ち
づ
く
り
」
と
は
、

観
光
な
ど
の
活
性
化
に
つ
な
が
る

景
観
・
歴
史
・
文
化
な
ど
の
河
川

が
有
す
る
地
域
の
魅
力
で
あ
る

「
資
源
」
や
地
域
の
創
意
と
し
て

の
「
知
恵
」
を
生
か
し
、
地
方
公

共
団
体
や
地
元
住
民
な
ど
と
の
連

携
の
下
で
立
案
さ
れ
た
計
画
で
、

実
現
性
の
高
い
河
川
や
水
辺
の
整

備
・
利
活
用
計
画
に
よ
っ
て
、
良

好
な
ま
ち
と
水
辺
が
融
合
し
た
高

関
係
性
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　今
回
、
国
交
省
で
事
業
計
画
登

録
さ
れ
た
「
甲
佐
地
区
か
わ
ま
ち

づ
く
り
」
計
画
は
、
緑
川
の
良
好

な
自
然
環
境
や
古
く
か
ら
の
地
域

住
民
と
の
関
わ
り
を
生
か
し
、
本

町
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
と
緑
川
の

「
か
わ
づ
く
り
」
の
一
体
化
を
図
る

も
の
で
す
。
今
後
、
緑
川
を
軸
と
し

た
地
域
の
活
性
化
、
イ
ベ
ン
ト
開
催

の
場
と
し
て
の
観
光
誘
致
、
さ
ま
ざ

ま
な
世
代
が
集
う
水
辺
拠
点
と
し
て

地
域
交
流
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

河
川
空
間
利
用
者
の
安
全
性
の
向

上
、
河
川
巡
視
・
河
川
管
理
の
円

滑
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　奥
名
町
長
は
、「
緑
川
は
本
町

の
貴
重
な
地
域
資
源
で
あ
る
た
め
、

そ
の
活
用
は
町
民
の
皆
さ
ん
も
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
町
の
魅
力

を
町
内
外
に
発
信
し
、
交
流
人
口

の
増
加
を
目
指
し
ま
す
」
と
話
し

ま
し
た
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　町
企
画
課

　TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

　（
内
線
２
３
１
）

　!klg1
0
4
@
tow
n.kosa.lg.jp

▲西野事務所長から登録書を伝達される奥名町長
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■
介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見

直
し
て
変
更
さ
れ
ま
す

　介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
、
平
成
27
年
度
か
ら
は
第
６
期

（
平
成
27
〜
29
年
度
）
の
新
し
い
保

険
料
に
な
り
ま
す
。

　今
回
の
改
正
で
は
、
保
険
料
の
上

昇
を
抑
え
る
た
め
に
県
の
財
政
安
定

化
基
金
や
町
の
介
護
給
付
費
準
備
基

金
を
取
り
崩
し
て
活
用
す
る
予
定
で

す
が
、
介
護
保
険
の
利
用
者
の
増
加

や
介
護
報
酬
改
定
な
ど
に
よ
り
給
付

費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
保
険
料
を

上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

　保
険
料
を
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

る
特
別
徴
収
の
被
保
険
者
に
は
、
４

月
に
仮
徴
収
額
の
通
知
を
送
付
し
て

い
ま
す
が
、
平
成
26
年
分
の
所
得
総

額
お
よ
び
平
成
27
年
度
の
住
民
税
額

が
６
月
に
決
定
さ
れ
る
た
め
に
、
そ

の
後
に
、
新
し
く
決
定
し
た
保
険
料

の
通
知
書
を
特
別
徴
収
の
被
保
険
者

お
よ
び
普
通
徴
収
（
納
付
書
お
よ
び

口
座
振
替
で
の
徴
収
）
の
被
保
険
者

に
送
付
し
ま
す
。

　皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険

料
は
、
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の
大

切
な
財
源
で
す
。
保
険
料
の
納
付
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　町
福
祉
課

　TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　（
内
線
１
４
１
）

　

!klg1
0
7
@
tow
n.kosa.lg.jp

!"#$%&'()*+,-./01

23456(789:;#$%</=>?

所得段階 対象者 保険料率
保険料
（年額）

第１段階
①生活保護費受給者
②住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している者
および本人の前年の年金収入等が80万円以下の者

基準額×0.5 33,300円

第２段階
住民税非課税世帯で、本人の前年の年金収入等が80万
円を超え120万円以下の者

基準額×0.75 49,960円

第３段階
住民税非課税世帯で、本人の前年の年金収入等が120万
円を超える者

第４段階
住民税課税世帯で、本人は住民税非課税である者で前
年の年金収入等が80万円以下の者

基準額×0.9 59,940円

第５段階
（基準）

住民税課税世帯で、本人は住民税非課税である者で前
年の年金収入等が80万円を超える者

基準額 66,600円

第６段階
本人が住民税課税であり、前年の合計所得金額が120万
円未満の者

基準額×1.2 79,920円

第７段階
本人が住民税課税であり、前年の合計所得金額が120万
円以上190万円未満の者

基準額×1.3 86,580円

第８段階
本人が住民税課税であり、前年の合計所得金額が190万
円以上290万円未満の者

基準額×1.5 99,900円

第９段階
本人が住民税課税であり、前年の合計所得金額が290万
円以上の者

基準額×1.7 113,220円

■65歳以上の人（第１号被保険者）の平成27年度からの介護保険料（年間）
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